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  1. 
はじめに
 
土壌環境センターの自主事業の一つである土壌・地下水汚染に係る分析業務検討部会では、土壌・地下水汚染の調査・対策業務の根幹に係る「分析業務」について、再現性のある、精度の高い結果を得ることが重要であると考え、土壌溶出量試験の検討を行っている
1),2)
。土壌溶出量試験に係る試験方法は、「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成
3
年環境庁告示第
46
号）（以下、「環告
46
号」という。）に定められているが、その方法は平成
25
年
6
月
1
日に改正された「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和
48
年環境庁告示第
13
号）（以下、「環告
13
号」という。）と密接に関係している。
 
本稿では、環告
13
号の改正内容のうち、容器容積比（容器の容積は溶媒の体積のおおむね
2
倍とする。）及び遠心分離（
3000
重力加速度で遠心分離を行うこと。）に関する改正内容について実施した検討内容及びその結果について概要を報告する。
  2
．
 
試料および方法
 2.1 
共通試料の作成方法
 
土壌試料は、人為的原因により汚染された土壌（鉛汚染土壌）を入手し、風乾、篩い分けを行って作製した。続いて、汚染土壌を
V
型混合機にて均一にし、共通試料とした。また、共通試料の特性を確認するため、鉛の土壌含有量（平成
15
年環境庁告示第
19
号）、土壌溶出量（平成
15
年環境庁告示第
18
号）、
pH
、含水率、強熱減量及び粒度組成を測定した。
  2.2 
共通試料の性状
 
共通試料の測定結果を表
-1
、図
-1
に示した。
  
表
-1 
共通試料の測定結果
                             
図
-1 
粒径加積曲線
  3. 
容器
/
溶媒容積比に関する検討
 3.1 
検討内容・方法
 
環告
46
号では容器の容積と溶媒の体積に関する規定はないが、平成
25
年の改正に伴い、環告
13
号では「容器の容積は溶媒の体積のおおむね
2
倍とする。」と規定された。ここでは、鉛汚染土壌を対象に、容器
/
溶媒容積比の違いが土壌溶出量試験に及ぼす影響について検討した。
   
容器
/
溶媒容積比として、
1.3
、
1.5
、
2.0
、
2.5
の
4
条件で土壌溶出量試験を実施した。なお、容器は
1L
ポリ瓶を使用し、試料量を変化させて容器
/
溶媒容積比を変えた。また、対象汚染物質の挙動における性状変化等の要因を確認するために、土壌溶出量試験による溶出液に対し性状測定を行った。さらに、遠心分離・ろ過による固液分離を行う前の状態を把握するために、振とう後の上澄み液についても同様の測定を行った
。なお、各溶
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出量試験は、精度・ばらつきを確認するために、
3
回の繰返し試験を実施した。
  3.2 
試験結果
 
試験結果を表
-2
及び図
-2
に示す。
 
上澄み液中の鉄、ナトリウム及び鉛濃度については、多少のばらつきがあるものの容器
/
溶媒容積比の違いによる大きな変化は認められなかった。
 
ろ過後の検液中の鉄濃度については、容器
/
溶媒容積比が増加するにつれ、ばらつきが大きくなる傾向にあり、鉛濃度については、容器
/
溶媒容積比が
1.5
の場合にもっともばらつきが少なく、
2.0
及び
2.5
の場合にばらつきが大きくなる傾向が確認された。一方、ろ過後の検液中のナトリウム濃度については、ばらつきも少なく、容器
/
溶媒容積比の違いによる大きな変化は認められなかった。
 
上澄み液中の鉄及び鉛濃度とろ過後の検液中の鉄及び鉛濃度には大きな差（約
100
倍）が認められるが、上澄み液中のナトリウム濃度とろ過後の検液中のナトリウム濃度の差は
3
倍程度である。このことから、ナトリウムはほとんどが溶解性で存在しているが、鉄及び鉛については土粒子に吸着した形で存在しているものが多いと推測される。
  
以上、容器
/
溶媒容積比が振とう状況に与える影響について、上澄み液の挙動に大きな差異はみとめられず、ろ過後の検液に影響がみとめられたことから、遠心分離、ろ過操作に、容器
/
溶媒容積比の差が影響を与えている可能性が示唆された。
  
表
-2 
容器
/
溶媒容積比の検討に係る試験結果
 1.31.522.51.31.522.5n=11891981851771.682.342.682.44n=21701841831771.431.811.800.98n=31661661671671.881.731.320.87
平均
1751831781741.661.961.931.43n=15.996.666.305.921.871.971.971.90n=26.266.065.585.581.971.961.961.96n=35.285.385.535.072.092.021.921.99
平均
5.846.035.805.521.981.981.951.95n=11.822.141.871.870.0180.0220.0260.026n=21.861.961.701.740.0150.0210.0180.010n=31.671.731.742.050.0220.0200.0140.012
平均
1.781.941.771.890.0180.0210.0190.016
検液条件容器
/
溶媒容積比容器
/
溶媒容積比
Pb
（
mg/L
）
Fe
（
mg/L
）
Na
（
mg/L
）対象上澄み液
  
＜上澄み液＞
 Fe                Na                Pb       
４．遠心分離に関する検討
 
＜ろ過後の検液＞
 Fe                Na                Pb        
縦軸：濃度（
mg/L
）
       
横軸：容器
/
溶媒容積比
  
図
-2 
容器
/
溶媒体積比の検討に係る試験結果



4. 
遠心分離に関する検討
 4.1 
検討内容・方法
 
環告
46
号では
3,000
回転で遠心分離を行うことになっている。環告
13
号では平成
25
年の改正に伴い、「
3000
重力加速度で遠心分離を行うこと」と規定された。その改正をふまえ、ここでは鉛汚染土壌を対象に、遠心分離の遠心力の違いが土壌溶出量試験に及ぼす影響について検討した。
  
遠心力として
1,000G
、
1,500G
、
2,000G
、
3,000G
の
4
条件、遠心分離後の条件として
0.45
μｍのろ紙のみでろ過、
1
μｍのろ紙でろ過、
1
μｍのろ紙でろ過後
0.45
μｍのろ紙でろ過、
1
μｍ及び
0.45
μｍのろ紙でろ過後
0.1
μｍのろ紙でろ過の
4
条件を組み合わせた計
16
条件で土壌溶出量試験を実施した。ろ紙については、目詰まりしても交換は行わなかった。また、対象汚染物質の挙動について、性状変化等の要因を確認するために、土壌溶出量試験における溶出液に対し性状測定を行った。なお、各溶出量試験は、精度
・ばらつきを確認するために、
3
回の繰返し試験を実施した。
  4.2 
試験結果
 
試験結果を表
-3(1)
、
(2)
及び図
-3
に示す。
 0.45
μｍのろ紙のみでろ過した検液において、鉄及び鉛濃度については遠心力が大きくなるにつれて濃度が上昇したが、ナトリウム濃度については遠心力の違いによる大きな変化は認められなかった。
 1
μｍのろ紙でろ過した検液において、鉄及び鉛濃度については遠心力が
3000G
の場合に濃度が低下したが、ナトリウム濃度については
3,000G
の場合に濃度がわずかに上昇した。
 1
μｍのろ紙でろ過後
0.45
μｍのろ紙でろ過した検液において、鉄及び鉛濃度については遠心力が大きくなるにつれて濃度が上昇したが、ナトリウム濃度については遠心力の違いによる大きな変化は認められなかった。
 1
μｍ及び
0.45
μｍのろ紙でろ過後
0.1
μｍのろ紙でろ過した検液において、鉄濃度については遠心力が大きくなるにつれて濃度がわずかに上昇したが、ナトリウム及び鉛濃度については遠心力の違いによる大きな変化は認められなかった。
 
上記のような傾向となった原因について、以下の通り考察した。
  
本試験に用いた試料は、ろ過操作において目詰まりを起こしやすい試料であったため、遠心分離の遠心力が大きくなるにつれて土粒子が分離されやすくなり、ろ過操作において目詰まりしにくくなる傾向があった。そのため、遠心力の低い条件においてろ紙が目詰まりした影響で
鉄及び鉛濃度が低下するという現象が起こったものと推測される。一方、
1
μｍのろ紙でろ過した検液において、鉄及び鉛濃度については遠心力が
3,000G
の
  
表
-3(1) 
遠心分離の検討に係る試験結果（
0.45
μｍのろ紙のみでろ過）
 1000150020003000n=10.91.21.21.5n=20.71.20.91.7n=30.81.11.21.7
平均
0.81.21.11.6n=12.102.002.001.90n=22.002.202.202.60n=32.002.102.302.00
平均
2.032.102.172.17n=10.0060.0100.0090.010n=20.0050.0080.0080.014n=30.0060.0080.0090.012
平均
0.0060.0090.0090.012
条件遠心力（
G
）対象
0.45
μ
m
ろ過
Fe
（
mg/L
）
Na
（
mg/L
）
Pb
（
mg/L
）
  
表
-3(2) 
遠心分離の検討に係る試験結果（多段ろ過）
  100015002000300010001500200030001000150020003000n=120.024.023.020.02.43.23.64.60.040.070.070.08n=229.024.025.020.01.72.63.65.90.050.060.060.07n=324.027.025.019.02.23.43.15.10.05-0.060.11
平均
24.325.024.319.72.13.13.45.20.050.070.060.09n=11.601.701.902.202.002.202.002.101.701.902.101.80n=21.802.002.002.202.002.002.002.001.902.001.702.00n=32.102.001.902.002.301.902.002.001.901.801.801.80
平均
1.831.901.932.132.102.032.002.031.831.901.871.87n=10.140.170.160.140.0180.0240.0270.0340.001<0.001<0.001<0.001n=20.190.170.170.140.0120.0180.0260.045<0.0010.001<0.001<0.001n=30.160.200.180.130.0170.0250.0240.037<0.001-<0.0010.002
平均
0.160.180.170.140.0160.0220.0260.0390.0010.001<0.0010.001
条件遠心力（
G
）遠心力（
G
）
Fe
（
mg/L
）
Na
（
mg/L
）
Pb
（
mg/L
）対象
1
μ
m
ろ過
1
μ
m
→
0.45
μ
m
ろ過
1
μ
m
→
0.45
μ
m
→
0.1
μ
m
ろ過遠心力（
G
）※：周辺データと比較して高濃度であったため、異常データと考えて除外した。
 
※
 
※



＜
0.45
μ
m
ろ過＞
 Fe                Na               Pb       
＜
1
μ
m
ろ過＞
 Fe                Na               Pb        
＜
1
μ
m
ろ過→
0.45
μ
m
ろ過＞
 Fe                Na               Pb        
＜
1
μ
m
ろ過→
0.45
μ
m
ろ過→
0.1
μ
m
ろ過＞
 Fe                Na               Pb        
縦軸：濃度（
mg/L
）
 
横軸：遠心力（Ｇ）
  
図
-3 
遠心分離の検討に係る試験結果



場合に濃度が低下した原因は、
1
μｍのろ紙では目詰まりを起こさなかったことに加えて、土粒子が分離されて
1
μｍのろ紙を通過した土粒子の絶対量が減少したためであると考えられる。
  5. 
おわりに
 
今回実施した試験の結果から、以下の可能性が示唆された。
  
①
 
鉛及び鉄のように吸着性及び溶解性の化合物形態が共存する物質については、容器
/
溶媒容積比の違いや遠心分離の遠心力の違いにより土壌溶出量に影響を及ぼす。
 
②
 
今回の試験に供した試料はろ過に時間のかかる試料であったため、土粒子に比較的多く吸着している鉛及び鉄のような物質については、ろ過操作による影響を受けている。
 
③
 
溶出液中にほぼ溶解成分となっているナトリウムのような物質については、容器
/
溶媒容積比や遠心分離の遠心力の条件が違っても土壌溶出量の値に大きな差異は認められない。
  
しかしながら、今回の試験は一つの土壌試料によってえられたものであるため、その因果関係は必ずしも明確ではない。また、本試験系は、産廃汚泥等を対象とした試験と比較して、一様でない土壌特性が、遠心分離を経たろ過工程に影響を与えていることを示唆しており、試験
に供した試料特性と合わせた整理が必要であると考えられる。今後、今回実施した各種試験条件及び結果によって示唆された事項を含め、より多くの土壌試料を用いた試験や検証が必要である。
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